
献

呈

の

辞

神
奈
川
大
学
法
学
会
会
長

山

田

徹

小
原
喜
雄
教
授

、
清
水
誠
教
授
、
萩
原
金
美
教
授

の
諸
先
生
は
、
本
年

三
月
末
を
も

っ
て
神
奈

川
大
学
法
学
部
を
ご
退
職
さ
れ
ま
し
た
。

小
原
教
授
は
、
国
立
国
会
図
書
館
、
小
樽
商
科
大
学
、
神
戸
大
学

に
ご
勤
務
さ
れ
た
後
、
平
成
六
年

四
月

に
本
学

に
ご
着
任
さ
れ
、

国
際

取
引
法

の
講
義

を
担
当
さ
れ

て
ま

い
り
ま
し
た
。
先
生
は
、
わ
が
国

に
お
け
る
国
際
取
引
法

の
権
威

で
あ
り
、
日
本
国
際
経
済
法
学
会
常
務

理
事

、
日
本

E
C
法
学
会
理
事
を

は
じ
め
と
す

る
様

々
な
学
会

で
、
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し

て
ま

い
り
ま
し
た
,
特

に
先
生
は
、
専
攻
す

る
学
問
分

野
と

の
関
連
か
ら
国
際
的

に
幅
広

い
ご
活
躍
を
な
さ
れ
、
こ

の
間
、
日
米
文
科
系
学
術
交
流
セ
ン
タ
ー
副

セ
ン
タ
ー
長
を
は
じ
め

と
す

る
多
く

の
ポ

ス
ト
に
お
就
き

に
な
る
と
と
も
に
、
カ
ナ
ダ
、

ベ
ル
ギ
ー
の
諸
大
学

で
の
客
員
教
授
を
ご
歴
任
さ
れ
ま

し
た
。
こ

の
よ
う

な
ご
活
動

に
裏
打
ち
さ
れ
た
先
生

の
講
義

は
、
学
生

の
問
で
も
斬
新
な
知
的
関
心
を
喚
起

し
て
ま

い
り
ま
し
た
。

清
水
教
授
は
、
東
京
都
立
大
学

に
奉
職
さ
れ
た
後

、
平
成
六
年

一
〇
月
に
本
学

に
ご
赴
任

さ
れ
、
民
法

の
講
義
を
担
当

さ
れ

て
ま

い
り
ま

し
た
。
先
生
は
わ
が
国

の
民
法
学
界

の
泰
斗

で
あ
り
、
日
本
法
社
会
学
会

の
理
事
な
ど
を
務
め
る
か
た
わ
ら
、
法
制
審
議
会
部
会
幹
事

や
学

術
審
議
会
専
門
委
員
あ

る

い
は
民
主
主
義
科
学
者
協
会

の
理
事
長
と

い
う
要
職
を
占
め
社
会
的
な
活
動
を
続
け
ら
れ
ま

し
た
。
特

に
先
生
は

早
く

か
ら
水
俣
病
問
題
な
ど

の
公
害

・
環
境

問
題

や
消
費
者

問
題

に
着
目
し
、
わ
が
国

の
市
民
社
会

の
あ
り
方

に

つ
き
先
駆
的
な
理
論
的
、

時
評
的
発
言
を

な
さ

っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。
ま
た
東

西
ド
イ

ツ
を
は
じ
め
と
す

る
各

国
と

の
学
術
交
流

に
ご
挺
身
さ
れ
た
こ
と
も

、
よ
く
知

ら
れ

る
と

お
り

で
あ
り
ま
す
。
本
学

の
学
生
は
、
先
生

の
こ
の
よ
う
な
ご
体
験
か
ら
、
様

々
な
学
問
的
教
え
を
受

け
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
。

萩
原
教
授
は
、
大
阪
、
松
山

の
地
方
裁
判
所
判
事
を
お
勤
め
に
な
り
、
そ

の
後
弁
護
士
活
動
を
続
け
ら
れ
た
後
、
昭
和

五

一
年

四
月

に
本



学

に
ご
赴
任
さ
れ
、
民
事
訴
訟
法

の
講
義
を
担
当

な
さ

っ
て
ま

い
り
ま
し
た
。

こ
の
間
、
本
学

の
法
学
部
長
、
法
学

研
究
所
所
長

の
要
職
を

歴
任
さ
れ
、
本
学

の
研
究

・
教
育

の
発
展
に
多
く

の
寄
与
を
な
さ
れ
ま
し
た
。
同
時
に
先
生
は
、
わ
が
国

の
民
事
訴

訟
法
研
究

の
分
野

で
主

導
的
な
役
割
を
果
た
し
、
同
法
学
会

理
事
を
勤
め
ら
れ
ま
し
た
。
先
生

の
学
界
活
動

で
特
記
さ
れ
る

べ
き
点

は
、

ス
ウ

ェ
ー
デ
ン
の
法
制
度
、

法
現
実

の
紹
介
と
、

そ
れ
に
基

づ
く
わ
が
国
法
曹

界

へ
の
種

々
の
ご
提
案
を
な
さ

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
該
博
な
知
識
に
基
づ
く

ユ

ニ
ー
ク
な

ご
発
言
は
、
多
大
な
学
問
的
、
社
会
的
関
心
を
呼

ん
だ
と
承

っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
実
務
体
験
を
交
え

た
先
生

の
ご
講
義
は
、
学
生

の
間

で

好
評
を
得

て
ま

い
り
ま

し
た
。

神
奈
川
大
学
法
学
会
は
、
今
回
、
諸
先
生
に
わ
れ
わ
れ
の
感
謝

の
気
持
ち
を
表
す
た
め

に
、

『神
奈
川
法
学
』
本
号

(第
三
七
巻
第

二

・
第

三
号
)
を
献
呈
さ
せ

て
い
た
だ
く
こ
と
と

い
た
し
ま
し
た
。

終
わ
り

に
あ
た

っ
て
、
諸
先
生
方

の
ご
健
勝
と
今
後
と
も

の
ご
活
躍
を
お
祈
り
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

平
成

一
七
年

(
二
〇
〇
五
年

)

　
月


